
 

 

 

平成２７年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針（福岡県） 

         

 

 

第１ 保安対策指針の位置付け 

 

１．自主保安活動を含めた保安対策の着実な実施 

「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」（昭和４２年法律第１

４９号。以下「液石法」という。）は、液化石油ガス販売事業者（以下「ＬＰガス販売

事業者」という。）及び保安機関に対して、一般消費者等の保安を確保するために種々

の義務を課しており、液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）の保安行政はこれら

の保安規制を中心として行われている。液石法による保安規制については、ＬＰガスの

技術の進展への対応、自主保安の向上を促す規制体系の構築、業務委託の進展等業態の

変化に適応した規制体系の構築等を背景とした平成８年の液石法改正により、規制の合

理化を図る中で行政の事前規制による直接的関与を必要最小限としつつ、立入検査等に

よる事後規制で法令遵守を確保する体系となっており、より実効性が高く、自主保安活

動の推進につながる規制とすることを基本としている。 

このため、ＬＰガス販売事業者及び保安機関（以下「ＬＰガス販売事業者等」という。）

は、液石法の下で、法令を遵守することはもとより、自主保安活動を着実に実施してい

くことが求められている。 

 

２．事故の発生状況と法令遵守の状況 

（１）事故の発生状況 

・ 平成２６年においては、ＬＰガス事故の発生件数は１８４件であり、平成２５年

の２１０件から２６件減少し、近年３年（平成２３年～２５年）の平均（２３２．

３件）を下回り、２年連続で減少した。 

・ 被害状況については、 

－ 死亡者数は１人であり、平成２５年の３人から２人減少し、近年３年の平均

（３人）を下回った。 

－ 負傷者数は７６人であり、平成２５年の５２人から２４人増加し、近年３年

の平均（７５．０人）を上回った。また、負傷者数のうちＢ級事故における

負傷者数も３人と、平成２５年の１人から増加し、近年３年の平均（１４．

３人）を下回った。 

・ 平成２６年１～１２月の事故件数（累計）の推移をみると、例年と同様に毎月十

数件の頻度で事故が発生したものの、雪害を除く事故件数（累積）の推移では、月

毎の事故件数（累計）はおおむね例年より低い水準で推移した。 

（詳細は「平成２６年のＬＰガス事故発生状況」を参照。） 

 

 

 



 

 

 

（２）平成２６年の福岡県においては、ＬＰガス事故発生件数は４件で前年から１件減

少した。内訳は、販売事業者等に起因する事故が２件、消費者が原因となった事故

が２件であった。 

法令遵守の徹底や、周知を通じて保安意識の向上を図り、事故防止に努めなけれ

ばならない。また、事故が発生すると多数の犠牲者を生む傾向にあるＣＯ中毒事故

の防止については、継続的に取り組む必要がある。 

 

（３）法令遵守の状況 

  ① 経済産業省本省 

・ 平成２６年度立入検査については、①これまで立入検査が未実施の事業者、②

これまでに行政処分等を受けた事業者、③前回実施から相当期間を経過している

事業者、④平成２６年に液化石油ガスに係る事故等が発生した事業者の中から１

８社（１９事業所）を選定し、立入検査を実施。その結果、質量販売における一

般消費者への容器引き渡し方法の不備が確認された液化石油ガス販売事業者１

社に対しガス安全室長の文書による厳重注意を行ったほか、軽微な不備が確認さ

れた事業者に対し担当者等から口頭又は文書による注意を行った。 

  ② 産業保安監督部 

 ・ 平成２６年度については、４月から１２月までの間に９２社（９８事業所）に

対し立入検査を実施。その結果、重大な法令違反（定期供給設備点検及び定期消

費設備調査について、法定期限内の未実施、バルク供給設備の定期点検の未実施

及びバルク貯槽の安全弁の検査未実施、質量販売における消費設備調査の未実施

等）が確認された５社に対し、産業保安監督部長による厳重注意又は改善指示を

行ったほか、軽微な不備が確認された事業者に対し担当者等から口頭又は文書に

よる注意を行った。 

（詳細は「平成２６年度立入検査の実施状況及び平成２７年度立入検査の重点」

を参照。） 

 

（４）平成２６年度、福岡県では１９６件の立ち入り検査を実施し、主に下記の点に

ついて改善指導を行った。 

・業務主任者職務違反（保安業務未確認） 

・供給設備、消費設備の定期点検調査未実施（バルク貯槽を含む）及び改善不備 

・委託契約書不備及び供給開始時点検不備（未実施、点検項目漏れ） 

・緊急連絡簿、緊急対応簿の不備 

 

３．２０２０年に向けての目標 

  経済産業省は、一般消費者等の保安を確保するために、ＬＰガス販売事業者等に対し

て、自主保安活動の着実な実施を求めてきたところであるが、ＬＰガス販売事業者等の

保安向上の取組に加えて、技術の進展による安全器具、安全装置、消費設備の改善等に

より、ＬＰガス事故による被害（死傷者を伴う事故）は大きく減少してきている。 

・ 被害状況については、 

－ 死亡者数については、３５～４０年前（１９７５～１９７９年の５年間の平均）



 

 

 

は５９．２人であったが、その後、２５～３０年前（１９８５～１９８９年の５

年間の平均）は３５．８人、１５～２０年前（１９９５～１９９９年の５年間の

平均）は９．２人、５～１０年前（２００５～２００９年の５年間の平均）は２．

６人、直近（２０１０～２０１４年の５年間の平均）では２．２人と減少してい

る。 

－ 負傷者数については、３５～４０年前（１９７５～１９７９年の５年間の平均）

は６４３．０人であったが、その後、２５～３０年前（１９８５～１９８９年の

５年間の平均）は４１４．２人、１５～２０年前（１９９５～１９９９年の５年

間の平均）は８０．２人、５～１０年前（２００５～２００９年の５年間の平均）

は９２．２人、直近（２０１０～２０１４年の５年間の平均）では７６．８人と

減少しているものの、２０年前からほぼ横ばい状況になっている。 

  未だ死傷者を伴う事故の撲滅には至っておらず、一般消費者等の保安の確保の観点か

ら、さらなる取組が求められる。 

死傷者を伴う事故については、液化石油ガス保安対策の徹底を要請し、２０２０年時

点の目標として、死亡者をゼロ、負傷者を２５人未満（注）を目指すこととする。 

（注）負傷者数の目標は、昭和４２年以降で最も少ない５２人の半減とした。 

上記の目標（死亡者ゼロ、負傷者２５人未満）を達成するため、以下の取組を重点的

に実施すること。 

・ 様々な機会を通じて一般消費者等に対して注意喚起を積極的に促し、不完全燃焼

防止装置等の安全装置のない古いガス機器の交換を促すとともに、Ｓｉセンサーコ

ンロ等の安全な消費機器の普及の促進に努めること。 

・ マイコンメーター、調整器等の期限管理を徹底し、期限内に確実に交換すること。 

・ ＣＯ（一酸化炭素）中毒事故の撲滅を目指し、一般消費者等に対し、換気（給気

及び排気）及び清掃・メンテナンスの重要性について周知を徹底するとともに、業

務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進を図ること。 

・ 法令遵守の徹底を図るとともに、自主保安活動チェックシートを積極的に活用す

ること等により、自主保安活動を積極的に推進すること。 

 

４．保安対策指針の策定 

経済産業省は、ＬＰガス販売事業者等に対して、 

 

（１）事業遂行の前提である法令の確実な遵守と適切な保安対策を実施すること。 

（２）時代や社会の要請に応じて自主保安の高度化を一層推進すること。 

（３）液化石油ガス業界団体が表明した事故対策等保安対策を、具体的かつ確実に実施

すること。 

（４）今後の自然災害の発生に備え、万全の保安対策を実施すること。 

 

を求め、もって一般消費者等に係る適切な保安の維持・確保を図ることを要請するため、

この指針を策定する。 

 

第２ ＬＰガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策（４項目）及び重点事故防止対



 

 

 

策（３項目）  

 

最近の事故の発生状況及び法令遵守の状況を踏まえ、平成２６年度において、次に掲

げる４項目をＬＰガス販売事業者等に対して要請する。 

１．法令遵守の徹底、２．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進、３．

事故防止対策、４．自然災害対策 

特に、事故防止対策については、平成２６年の事故発生状況等から、 

 

（１）ＣＯ中毒事故の防止対策 

（２）一般消費者等に起因する事故の防止対策 

（３）ＬＰガス販売事業者等に起因する事故の防止対策 

 

を重点的に対応することを要請する。 

その際、少子化、高齢化等社会経済情勢を踏まえた自主保安活動を実施するとともに、 

 

・ 一般社団法人全国ＬＰガス協会の「ＬＰガス安全安心向上運動」 

・ 日本液化石油ガス協議会・地域液化石油ガス協議会の集まりである七協議会連絡

会議（以下「七協議会連絡会議」という。）の行動基準等 

 

で実施することとされた項目を自主保安活動に積極的に取り入れ、具体的な取組を行う

ことが重要である。 

 

東日本大震災の記憶も新しい中、昨年も、全国各地で甚大な被害をもたらした自然

災害が発生しており、それらへの備えとして、事前防災・減災対策を通じて防災力を

強化しなければならない。 

福岡県では災害発生時の連絡体制を強化し、組織的な支援活動が迅速に行われるよ

うに、 

『災害発生時の実践的な行動力の強化』 

を重点項目とする。 

 

１．法令遵守の徹底 

（１）経営者の保安確保へ向けたコミットメント等 

① 経営の基本方針として、法令の遵守、保安の確保を掲げること。 

② 経営者自らが保安に対する姿勢を社内外に明確に表明し、保安確保の指導力を発

揮すること。 

③ 経営者の最も重要な役割である保安組織体制の整備及び保安関連予算の確保を図

ること。 

（２）ＬＰガス販売事業者等の義務の再認識 

① ＬＰガス販売事業者は、保安業務を委託している場合でも、保安機関に対して、

保安業務の実施状況について確実に確認を行うこと。 

② 保安機関は、保安業務の結果を確実に委託元であるＬＰガス販売事業者に通知す



 

 

 

ること。 

（現状）  

・ 平成２５年度の立入検査において、保安業務の実施結果を委託元であるＬＰ

ガス販売事業者に通知していない保安機関が見受けられた。 

（３）保安教育の確実な実施 

① 保安教育を的確に実施する体制を整備するとともに、年間保安教育計画を策定し、

保安教育が従業員に対して確実に実施されるようにすること。 

② 保安教育の実施に当たっては、容器交換時や設備工事・修理等の際の標準作業マ

ニュアルを作成する等、作業手順の再確認及び徹底並びに定められた作業を的確に

実施できる技術力の向上を図るよう指導すること。 

③ 販売グループの中核となっているＬＰガス販売事業者等は、グループ内の事業者

等に対する保安教育を主導し、保安業務や保安技術を伝承、指導することにより保

安レベルの向上を図ること。 

（現状） 

 ・ 中国液化石油ガス保安連絡協議会が中国四国産業保安監督部の協力により、

同協議会会員並びに会員各社のグループ・関連会社等への指導を実施すること

により、保安技術の向上、一般消費者等の信頼を確保し、安全・安心を提供す

る保安アドバイザ－制度を実施 

 ・ 福岡県高圧ガス保安推進会議（福岡県ＬＰガス協会等が会員）が実施する保

安技術アドバイザー派遣事業（ベテランの保安技術アドバイザーが訪問し適切

なアドバイスを実施）等 

④ 経済産業省が実施する地域保安指導事業において開催する保安講習会等に積極的

に参加すること。 

（４）販売所・営業所単位での保安確保 

① ＬＰガス販売事業者は、販売所・営業所等の責任者が保安業務の監督責任者とし

ての自覚を持ち、業務主任者とともに、保安確保への取組を確実に実践すること。 

② ＬＰガス販売事業者は、業務主任者の職務・役割の社内規程類への明示による明

確化等、実効的に機能する体制の整備を図ること。 

（現状）   

・ 平成２６年度の立入検査において、点検・調査結果等における未記入・誤記

入を業務主任者が見過ごしていた例が散見された。 

③ 販売所・営業所等において法令遵守と保安業務の適切な実施が行われているかを

本社の保安管理部門等が確実に把握し、不足・不備があれば改めるとともに、内部

監査の充実を図ること。 

（現状） 

     ・ 平成２５年度の立入検査において、保安機関においてＬＰガス販売事業者か

ら受託した保安業務を他の保安機関へ再委託していた事例があった。 

     ・ 平成２６年度は、本社の保安管理部門が販売所・営業所の業務の実施状況を

把握しておらず、法令違反に至るとともに事故が発生した事例があった。 

（５）事業譲渡時の保安業務の確実な実施 

① 事業譲渡を受ける場合は、譲渡前の保安状況（配管等の設置状況等を含む。）を



 

 

 

事前に確認し、保安業務遂行の人員、日数等を確保し、保安業務を実施すること。 

② 譲渡後も緊急時対応の基準内の確実な実施を含めた保安業務の実施状況について

再度確認をすること。 

（６）バルク貯槽等の２０年検査に向けた体制準備 

  ① ＬＰガス販売事業者は、民生用バルク供給システムに使用されているバルク貯槽

及び附属機器等のいわゆる２０年検査に係る液石法施行規則、告示及び通達並びに

高圧ガス保安協会規格を確認し、２０年検査に関する具体的な計画の策定及びその

準備に着手すること。 

   （現状） 

   ・ 経済産業省は、バルク貯槽等の告示検査の合理化及び効率化に関して、液石法

施行規則及び告示の関係規定を平成２６年６月に改正（同年９月１日施行）。ま

た、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令

の運用及び解釈の基準について」（通達）を同年１０月２２日に改正。 

   ・ 高圧ガス保安協会は、経済産業省の委託事業で作成した２０年検査に関する手

順書（案）を基に次の３つの２０年検査（告示検査）に関する高圧ガス保安協会

規格（ＫＨＫＳ）を平成２６年２月に制定。また、省令等の改正を受けて、平成

２７年２月４日に改正。 

①  バルク貯槽の告示検査等に関する基準（ＫＨＫＳ０７４５） 

②  附属機器等の告示検査に関する基準（ＫＨＫＳ０７４６） 

③  バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準（ＫＨＫＳ０

８４１） 

    

２．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進 

（１）組織内のリスク管理の徹底 

現場の実態に応じて異なるリスクを把握・認識し、適切な対策・改善を継続して実

施する「リスクマネジメント」の考え方を取り入れ、リスク管理の徹底を図ること。

その際、自主保安活動チェックシートを活用した自主保安活動の自己診断を行うこと

により、自らの自主保安の状況を客観的に認識し、保安レベルの向上に活用すること。 

（現状） 

・ 自主保安活動チェックシートの提出状況：平成２６年度；７４．０％。（平成

２５年度；５６．１％（年度途中から実施））（一般社団法人全国ＬＰガス協会

調べ） 

（２）集中監視システムの導入等による自主保安活動の推進 

より一層の安全確保の観点から、一般消費者における保安管理状況がリアルタイム

で把握でき、その状況に応じた的確な対応を迅速に行える集中監視システムの導入又

は導入に向けた検討を行うこと。その際、集中監視システムの通信規格については、

国際標準化された規格に配慮することが望ましい。（別紙１） 

（現状） 

・ 認定液化石油ガス販売事業者の認定状況：平成２６年１０月１日現在２３９

社（認定割合１．２％） 

集中監視システムの普及率：２６％（平成２１年集中監視設置世帯；６２４



 

 

 

万世帯、ＬＰガス利用世帯；２，４００万世帯．出所：資源エネルギー庁スマ

ートメーター制度研究会調べ） 

 

 

３．事故防止対策 

（１）ＣＯ中毒事故の防止対策 

① 業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策 

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知 

（ア）換気（給気及び排気）が十分に行われないと不完全燃焼を起こしＣＯが発

生するメカニズムや業務用厨房においてひとたび事故が発生した場合、従業

員のみならず来店者をも巻き込むこと等について対面により説明し、換気や

清掃・メンテナンスの重要性について、業務用厨房の所有者、従業員等の理

解を促すこと。 

（現状） 

・ 平成２５年においては、４件のＣＯ中毒事故のうち３件が業務用厨房で

発生している。これらの原因は、いずれも換気扇、排気設備の未使用によ

るものであった。また、いずれも業務用換気警報器等は設置されていなか

った。  

・ 平成２６年は、３件のＣＯ中毒事故が発生し、このうち２件は屋外で使

用する機器を屋内で使用していた。 

・ 業務用厨房機器の使用者等、一般消費者向けのＣＯ中毒事故防止のため

の注意喚起のためのリーフレットを経済産業省のホームページに掲載（別

紙２） 

（イ）定期消費設備調査等の機会に、業務用厨房機器の設置環境や使用状況を確

認し、業務用厨房の所有者、従業員、アルバイト等に対し、ガス機器、レン

ジフード・換気扇や排気ダクトの清掃、修理等の定期的な清掃・メンテナン

スの必要性を働きかけること。 

（現状） 

・ ガス機器の定期的な清掃やメンテナンスに関する注意喚起のためのリー

フレット（総務省消防庁と連名）を経済産業省のホームページに掲載（別

紙３） 

・ 業務用厨房機器を維持管理する際に注意すべき点等について経済産業省

のホームページに公表 

（ウ）めんゆで器の排気口を閉塞したことによるＣＯ中毒事故の対象となったメ

ーカー製のめんゆで器（同一型式及び類似型式）であって、まだ対策が取ら

れていないものを発見した場合は、その使用者に対しメーカーの対応を紹介

し、対策を促すこと。 

（現状） 

・ 平成２４年２月に発生した岐阜県の体験施設におけるめんゆで器に係る

ＣＯ中毒の事故発生後、メーカーは、使用者に対し注意喚起するとともに、

排気筒を延長するカバー（高さが高く、上面に物が置けないよう傾斜が付



 

 

 

いている。）を作成し、警告シールとともに無償で提供する対策を実施中。 

また、平成２５年６月に日本厨房工業会、めんゆで器メーカー等と開催し

たそば釜等事故対策会議で業務用厨房実態調査の結果や最近の事故状況に

ついて説明し、事故防止のための情報交換を実施 

Ｂ．業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進 

業務用厨房の使用者や所有者に対して、業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設

置の促進を引き続き継続すること。 

（現状）  

・ 七協議会連絡会議では「業務用ＣＯ中毒の事故対策機器の普及状況の実

態調査」を３項目の行動基準の一つとしており、平成２６年１２月末現在、

普及率は６５％（全２０７社中；回答率１００％） 

② ボイラーにおけるＣＯ中毒事故の防止対策 

（ア）ホテル・旅館・学校においては、厨房だけでなくボイラーにおけるＣＯ中毒

事故が発生していることから、引き続き、ホテル・旅館等に対する周知活動を

通じて、注意喚起を継続的に実施すること。 

（現状） 

・ 平成２１年１月、鹿児島県の高校において、同年６月に山口県のホテルに

おいて、いずれもボイラーの不完全燃焼及び排気不良により、それぞれ１８

名、２２名（うち１名死亡）の被害を伴うＣＯ中毒事故が発生 

・ ホテル・旅館等でのボイラーによるＣＯ中毒事故防止のための注意喚起の

ためのリーフレットを経済産業省のホームページに掲載（別紙４） 

   （イ）ホテル・旅館・学校等の業務用ボイラーの使用者や所有者に対して、業務用

換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進を継続的に実施すること。 

（現状） 

・ ホテル・旅館・学校等の業務用ボイラーの設置箇所を含む業務用厨房施設

において業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置率は、平成２６年３月末で４

３．４％（平成２５年３月末４０．７％）（一般社団法人全国ＬＰガス協会

調べ） 

③ 住宅におけるＣＯ中毒事故の防止対策 

（ア）長期間使用していないガス機器を使用するときには排気筒に異常がないかを

確認した上で使用するよう、様々な機会を通じて一般消費者に注意喚起するこ

と。 

（現状） 

・ 平成２４年１２月、福井県の一般住宅において、２名が軽症となるＣＯ

中毒事故が発生。ＦＥ式瞬間湯沸器の排気筒に鳥が巣を作っていたことで

正常な排気がなされず、屋内の排気筒の接続部が外れていたため、ＣＯを

含む排気が室内に滞留したもの。 

（イ）不完全燃焼防止装置が付いていない古いガス機器については、製造事業者等

による点検を受けるよう、定期消費設備調査等の機会を通じて一般消費者に注

意喚起すること。 

（現状） 



 

 

 

・ 不完全燃焼防止等の安全装置のないガス機器は、平成１２年度は１８９

万台であったが、平成２６年３月末には１２．５万台まで減少（一般社団

法人全国ＬＰガス協会調べ） 

・ 平成２５年７月、神奈川県の共同住宅において、１名が死亡となるＣＯ

中毒事故が発生。風呂釜熱交換器に付着した付着物の影響で燃焼効率が低

下し不完全燃焼が起こり、ＣＯを含む排気が室内に滞留したものと推定。 

（２）一般消費者等に起因する事故の防止対策 

① 一般消費者等に対する周知等による保安意識の向上 

一般消費者等が正しいＬＰガス及び関連機器の取扱方法を理解し、実行できるよ

うにするため、以下のような工夫を図りながら一般消費者等への周知活動を実施す

ること。 

（ア）一人住まいの老人・高齢者宅、身体の不自由な消費者宅を訪問し、こんろを

始めとする消費機器の安全点検等の実施 

（現状） 

 ・ 兵庫県ＬＰガス協会が実施している「シルバーサポート事業」（平成２

６年度：実施販売事業所数は４０４事業所、訪問件数は１７，６７２戸） 

（イ）小・中学校を対象とした「出前教室」（保安教室、化学教室、料理教室）の

開催 

（現状） 

・ 静岡県ＬＰガス協会が実施する「保安出前教室」（平成２６年度は４回

実施） 

（ウ）一人暮らしの大学生、サラリーマン、高齢者、介護関係者等に対しては、ワ

ンポイントで具体的な事故事例をわかりやすく提示する等、事故防止に向けた

注意喚起の実施 

（エ）コンロ清掃・料理教室等のイベント、町内会・自治会・婦人会等との共同の

防災訓練などの地域貢献活動等による消費者との接点の強化 

（オ）事故事例を身近な事例として認識してもらうため、経済産業省のホームペー

ジに公表されている実際の事故事例等の活用 

（現状） 

・ 消費機器管理による事故防止のための注意喚起のためのリーフレットを

経済産業省のホームページに掲載（別紙５） 

・ 一般社団法人全国ＬＰガス協会は、ＬＰガスを安全に使用するためにパ

ンフレットを作成し、ＬＰガス販売事業者を通じて一般消費者等に配布（別

紙６） 

② 安全な消費機器の普及促進 

安全装置付き風呂釜、Ｓｉセンサーコンロ（注）等の安全な消費機器の普及を促進

すること。 

（現状） 

・ 平成２６年においては、原因者等別に見ると、一般消費者等に起因する事

故によるものが最も多く、その中でも、風呂釜、コンロの点火ミス、立ち消

えによるものが３２件であった。 



 

 

 

・ 古いタイプの風呂釜の使用方法に関する注意喚起及び安全性が向上した風

呂釜の普及促進のためのリーフレットを経済産業省のホームページに掲載

（別紙７） 

・ 安全なガス機器への交換促進についてのリーフレットをＬＰガス安全委員

会のホームページに掲載（別紙８） 

・ Ｓｉセンサーコンロの出荷台数が平成２６年９月時点、約２，５００万台

（平成２５年９月、２,０００万台を突破） 

      （注） Ｓｉセンサーコンロとは、全ての火口に「調理油過熱防止装置」、

「立ち消え安全装置」、「消し忘れ消火機能」等の機能を装備したも

の。 

③ 誤開放防止対策の推進  

（ア）ガス器具が接続されていないガス栓のつまみを間違って開けてしまうことを

防止するため、ガス栓のつまみ部分に被せる「ガス栓カバー」の設置を促進す

ること。 

（現状）  

・ 「ガス栓カバー」の普及促進のためのリーフレットを経済産業省のホー

ムページに掲載（別紙９） 

・ 「ガス栓カバー」の出荷数は、平成２３年は３１，３９４個であったが、

国やＬＰガス関係団体による設置促進等の取組により、平成２４年は４０

６，００２個と大きく増加し、平成２５年は３４８，７７６個、平成２６

年は４１８，９０２個となった。（一般社団法人日本エルピーガス供給機

器工業会調べ）（別紙１０） 

・ 七協議会連絡会議では「消費者に起因するＬＰガス事故の防止対策とし

てのガス栓カバーの普及促進」を行動基準の一つとしており、平成２６年

１２月末現在で、実施中が６７％、実施予定が２８％（全２０７社中；回

答率１００％） 

（イ）誤開放防止対策の一環として一口ガス栓への切り替えを検討すること。 

④ ガス警報器の設置の促進等  

ＬＰガスの漏えいに起因する事故の防止には、ガス警報器の設置が効果的である

ことから、ガス警報器の設置の促進及び期限管理に取り組むこと。 

（現状）  

・ ガス警報器の設置率は、平成２５年度末現在、共同住宅で９０．６％、一

般住宅で７２．３％（一般社団法人全国ＬＰガス協会調べ）（別紙１１） 

・ ガス警報器工業会は、平成２４年４月から３か年計画で、ガス警報器の設

置率の向上及び期限切れ警報器の一掃を目指して「リメイク運動」を推進。 

⑤ 定期消費設備調査の推進 

（ア）定期消費設備調査は法定事項であるが、普及啓発の重要な機会としてとらえ、

以下のような工夫を図りながら、一般消費者等に対するＬＰガスの理解増進を図

ること。 

ａ 中学校理科教科書のＣＯ中毒に関する記載（別紙１２）や漫画で解説した副

読本（別紙１３）、外国語によるパンフの活用 



 

 

 

ｂ ガス請求明細の裏面に注意事項等を記載 

（現状） 

・ 一般社団法人全国ＬＰガス協会は、外国人がＬＰガスを安全に使用する

ためのパンフレット（英語、中国語、ポルトガル語）を作成し、ＬＰガス

販売事業者を通じて外国人の一般消費者等に配布（別紙１４） 

 （イ）定期消費設備調査を拒否する一般消費者等に対しては、適切に実施されない

場合は事故の可能性を増加させるものであることから、事故事例の紹介の他、

集合住宅の場合には管理人の理解を得ること等、一般消費者等の理解を得られ

るよう工夫をこらして実施すること。 

（ウ）不在が続く一般消費者等に対しては、十分な書面での説明、数回にわたる継

続的な訪問等十分な手続きを踏んだ上で、当該一般消費者等の安全の確保の観

点から一時的な閉栓に踏み切っているＬＰガス販売事業者もあり、保安の確保

の観点からは参考となる。 

（エ）定期消費設備調査に際しては、適切な場所に消費設備が設置されているか確

認すること。 

（現状） 

・ 平成２６年２月、栃木県の一般住宅において、３名が軽症となるＣＯ中

毒事故が発生。本来は屋外に設置するべき瞬間湯沸器が台所に設置されて

いたが、定期消費設備調査で見逃されていた。 

（オ）定期消費設備調査の結果、消費設備の設置状況等の改善が必要な場合であっ

ても一般消費者等の理解が得られない場合は、放置せず、都道府県等の行政機

関と相談し、早急な改善が図られるよう対応すること。 

（カ）学校、公民館等の公共施設は、ひとたび事故に至ると大惨事になりかねない

ことから、設備の期限管理等について、設備（供給設備を含む。）を所有する

自治体をはじめ公共施設の関係者に理解を得るとともに、協力すること。 

⑥ リコール対象品等への対応 

消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号。以下「消安法」という。）に

基づく回収命令の対象となっているパロマ製半密閉式ガス瞬間湯沸器について、引

き続き、空き部屋等も含め、リフォーム時や点検・調査時に遺漏なきよう回収対象

機器の確認を実施すること。また、経済産業省のリコール情報に掲載されているガ

ス機器に関する所有者情報を有している場合には、ガス機器製造事業者に対して情

報提供などの協力に努めること。（別紙１５－１～４） 

なお、ＬＰガス販売事業者等は、リコール製品への対応を図る観点からガス機器

製造事業者と連携を図ること。 

（現状）  

・ パロマ製半密閉式ガス瞬間湯沸器は、ＬＰガス販売事業者等、都市ガス事業

者等の協力により平成２７年１月末までに５４１台対象機器が回収されてお

り、平成２６年２月時点以降の１年間でも新たに１２台が回収されており、う

ち９台がＬＰガス機器である。 

・ 開栓状態で使用可能なものとして発見されたものはなかった。 

・ また、リコール以前から部屋を使用していない等の事情によりこれまで発見



 

 

 

されず、空き部屋から発見されたものが８台あった。 

・ リコール情報については、下記ホームページを参照のこと。 

製品安全ガイド：http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html 

⑦ 長期使用製品安全点検制度への協力 

ＬＰガス販売事業者等は、消安法上、保安点検・調査又は周知等の際に、長期間

の使用に伴い生ずる劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれ

の多い製品について、一般消費者等に対し、製造又は輸入事業者に対する所有者情

報の登録や変更が必要であることなどを周知する又はリーフレット等を配布する

などの協力の責務を確実に果たすこと。保安点検・調査時等に、自社が販売した製

品で、対象製品にもかかわらず所有者情報の登録がされていない可能性がある場合

には、所有者票の代行記入を含め、登録率向上に向けた対応を図ること。また、自

社が販売した製品ではない場合においても、積極的に所有者票の代行記入等の協力

に努めること。 

なお、ＬＰガス販売事業者等は、登録率向上に向けてガス機器製造事業者と連携

を図ること。 

（現状）  

・ 製品（屋内式ガス瞬間給湯器と屋内式ガス風呂釜）の販売事業者によっては、

長期使用製品の購入者に対し当該製品の安全点検制度を説明するとともに、必

要に応じてユーザー登録はがきの代行投函を行っている。 

（３）ＬＰガス販売事業者等に起因する事故の防止対策 

① 供給管・配管の事故防止対策 

（ア）埋設管は、腐食しにくいポリエチレン管（ＰＥ管）等への取り替えを促進す

ること。 

（イ）他工事業者による埋設管破損等を防止するため、ＬＰガス販売事業者は、供

給設備周辺で他工事の計画がある場合は、確実にＬＰガス販売事業者に知らせ

るように一般消費者等に対して周知するとともに、原則として工事の際に立ち

会うこと。また、酸欠事故防止に向けた対応を図ること。 

（現状）  

・ 平成１９年から２６年までに発生した事故のおよそ１割が「他工事業者

による事故」であることを踏まえ、ガス供給設備周辺で工事を行う場合は、

事前にＬＰガス販売事業者に知らせるよう、国土交通省及び厚生労働省を

通じて、建設工事関係事業者に対し注意喚起を実施（別紙１６） 

・ 他工事による事故防止についての注意喚起のためのリーフレット（厚生

労働省と連名）を経済産業省のホームページに掲載（別紙１７） 

・ 平成２５年１１月、熊本県内の町道でガス埋設供給管取替え工事におい

て１名が死亡となる酸欠事故が発生。平成２６年は、１９件の他工事事業

者による事故が発生し、うち、２件で負傷者が発生 

 （ウ）供給管・配管の工事を行う際は、事故防止のため、外注先の特定液化石油ガ

ス設備工事に係る届出、液化石油ガス設備士資格の有無及び再講習の受講状

況を確認することにより適切に監督すること。 

（現状）  



 

 

 

・ 平成２５年において、液化石油ガス設備工事において液化石油ガス設

備士の免状を持たない者が工事をしていた事例が確認された。 

② 機器の事故防止対策 

（ア）調整器、高圧ホース等については、長期使用に係る漏えい事故が発生してい

ることから、これらの機器の期限管理を徹底し、期限内に確実に交換すること。

また、マイコンメーター、警報器等は事故を未然に防ぐ保安機能を有している

ことから、これらの機器の期限管理を徹底し、期限内に確実に交換すること。 

（現状） 

・ 高圧ガス保安協会による調整器の事故の分析結果（平成１４年から平成

２３年に発生した調整器に関する事故１８６件が対象）によれば、使用年

数に起因するもの４３件のうち、８８％に相当する３８件がメーカーの交

換推奨期限である７年及び１０年を超えてから発生しており、これらは交

換推奨期限以内に交換されていれば事故の発生を未然に防げたものであ

る。  

・ 七協議会連絡会議では「事業者に起因するＬＰガス事故の防止対策とし

ての調整器の期限管理の実態調査」を３項目の行動基準の一つとしており、

平成２６年１２月末現在、メーカーの交換推奨期限を超えて使用されてい

る調整器の割合は、１．２％（全２０７社中；回答率１００％） 

（イ）充塡容器等の接続、消費機器の交換・修理等の作業手順の確認、作業終了後

の検査等を確実に行うこと。 

（現状）  

・ 平成２５年は、一般消費者等からの連絡を受けてＬＰガス販売事業者等

が対応した際に工事ミス・作業ミスにより発生した事故が９件あり、うち

２件でそれぞれ一般消費者等が１名負傷している。平成２６年は、同様の

事故が８件発生（負傷者はなし）している。 

（ウ）閉栓先において、充塡容器等が長期にわたって放置されていたことよる容器

の腐食による漏えい事故も発生していることから、不要な充塡容器等の撤去を

確実に進めること。 

（エ）末端ガス栓に「ねじガス栓」を使用したことを原因とする誤開放事故が発生

していることから、末端ガス栓は、原則としてつまみに押し回し機構（ロック

機構）がある「可とう管ガス栓」を用いること。（別紙１８） 

（現状）  

・ 平成２５年に飲食店において、未接続の燃焼器用ホースの付いたねじガ

ス栓を従業員が誤開放し、漏えい火災が発生する事故があった。 

③ バルク供給に係る事故防止対策 

これまでに発生したバルク供給での事故事例やヒヤリハット事例を共有するとと

もに、安全弁の交換作業マニュアル等を活用することにより作業手順の確認を十分

に行い、事故防止の徹底を図ること。 

（現状）  

・ 平成２５年はバルク供給における負傷者を伴う事故はなかったものの、平

成２６年は除雪作業時にバルク貯槽を破損する事故（重傷者３名）があった。 



 

 

 

（４）その他 

① 質量販売に係る事故防止対策 

（ア）質量販売に関する事故が発生していることから、質量販売に際しては、法令

遵守を徹底し、供給開始時調査や定期消費設備調査及び１４条書面交付につい

て、確実に実施すること。また、質量販売先の一般消費者等に対し、質量販売

事故防止のためのリーフレット等により周知を確実に実施すること。 

（現状）  

・ 平成２５年の質量販売における事故７件のうち、４件で負傷者を伴う事

故が発生している。また、消費者が屋内で使用するものを、屋外で使用す

るものと勘違いして、容器と配管を接続せずに販売していた等の法令違反

が２件認められた。 

・ 平成２６年は、１１件発生しており、このうち１件は山小屋での使用中

のＣＯ中毒による死亡事故であり、うち１件は１４条書面の交付を、また、

うち１件は１４条書面の交付及び供給開始時における消費設備調査を行

わずに質量販売を行っていた。 

・ 質量販売事故防止についての注意喚起のためのリーフレットを経済産業

省のホームページに掲載（別紙１９） 

（イ）ＬＰガス販売事業者等による保安業務の実施が困難な山小屋等に対する質量

販売について、液石法施行規則第１７条に基づく特則承認に基づいて、山小屋

等に対する質量販売の保安の確保のための業務を確実に実施すること。 

（現状）  

・ 平成２７年２月末時点の特則承認件数：９事業者１５件 

② 積雪又は除雪ミスによる事故防止対策 

寒冷地等での積雪又は除雪ミスに伴う調整器、供給管等の損傷によるガス漏れ等

を防止するため、供給設備の点検を確実に実施し、従前以上に適切な落雪対策を講

じるとともに一般消費者等への注意喚起を図ること。 

（現状） 

・ 平成２６年は雪害による事故が３９件（平成２５年は３９件）と、依然とし

て高い水準（ＬＰガス事故件数の約２割）となっている。平成２７年２月末時

点で２１件発生（速報ベース） 

・ 平成２６年は、例年、積雪の少ない関東地方でも雪害による事故が１０件発

生している。 

・ より効果的な雪害対策に資するため、容器の接続方法等に着目した対策をま

とめ、経済産業省のホームページに掲載 

・ ＬＰガス設備の雪害対策の普及促進のためのリーフレットを経済産業省のホ

ームページに掲載（別紙２０） 

 

 

４．自然災害対策 

（１）「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について」（平成２４年

３月総合資源エネルギー調査会高圧ガス及び火薬類保安分科会液化石油ガス部会報告



 

 

 

書）及び「ＬＰガス災害対策マニュアル」（平成２５年３月経済産業省及び高圧ガス保

安協会、平成２６年９月改訂）を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具体的

な取組について、着実に実施すること。特に、地震等による大規模災害に備え、容器転

倒防止の鎖又はベルトの二重掛けの推進や新設又は取り替え時等におけるガス放出防

止型高圧ホース等の設置を徹底すること。（別紙２１） 

（現状）  

・ 東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方に関する「１４の対

応策」については、行政機関やＬＰガス関係団体を通じて、各都道府県ＬＰガス

協会及び傘下のＬＰガス販売事業者等に対して通知するとともに、平成２５年度

以降、全国各地で開催する保安講習会等のテキストに追加する等、ＬＰガス販売

事業者等に対する普及啓発を行うほか、各都道府県ＬＰガス協会に対し対応策へ

の取組状況についてアンケート調査を実施 

・ ガス放出防止型高圧ホースの平成２５年度末の普及率は２９．３％。（推定値）

（平成２４年度末は２６％）（一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会調べ） 

・ 一般社団法人全国ＬＰガス協会は、平成２６年３月に、一般消費者等への周知

活動として、災害対策のためのＬＰガス導入事例集、ＬＰガスの常時利用を進め

るためのパンフレットを作成し、全国各自治体、消費者団体等に配付（別紙２２） 

（２） 仮設住宅におけるＬＰガスの供給に係るＬＰガス販売事業者等は、供給設備の点検、

消費設備の調査等の保安業務の確実な実施並びにガスの漏えい事故防止及びＣＯ中毒

事故防止に係る一般消費者への注意喚起について、特に留意して取り組むこと。 

（現状）  

・ 平成２４年２月に、宮城県の仮設住宅において、配管用フレキ管の埋設部にさ

や管が施されていないものが見受けられた。 

 

 

（３）その他の福岡県の取組みとして、福岡県高圧ガス保安推進会議に係る 

 ・保安技術継承講座 

 ・保安技術アドバイザー派遣事業 

  ・福岡県高圧ガス保安情報ネットを通じた情報発信事業 

を推進する。 


